
 
 

 

 

 

 

 

 

 

新光重機株式会社と「災害時におけるレンタル機材の提供に関する協定」を締結しました 

 

 千葉市では、災害時に備え、新光重機株式会社と「災害時におけるレンタル機材の提供に関す

る協定」を締結しましたので、お知らせします。 

  

１ 趣旨 

  千葉市域で地震、風水害等による災害が発生、又は発生する恐れがある場合の応急対策及び

災害復旧等に必要となる建設機材の不足が生じる恐れがある。 

このたび新光重機株式会社から社会貢献策の一つとして、災害時に建設機械等のレンタル機

材を提供することができる旨の申し出があったことから、協定を締結するもの。 

 

２ 協定締結先及び締結日 

（１）協定締結先 

   新光重機株式会社 代表取締役 中尾
な か お

 繁
しげ

昭
あき

  

（住所：千葉市中央区塩田町２３９番地９） 

（２）協定締結日 

   令和４年１月１４日（金） 

 

３ 協定内容（※詳細については、別紙「協定書」参照） 

  災害時の応急対策及び災害復旧等に必要なレンタル機材の提供 

 

４ 期待される効果 

  新光重機株式会社は建設機械等のレンタル機材を扱っているため、災害時に本市で機材が不

足する場合、速やかに機材の提供を受けることができ、災害からの早期復旧及び被害の拡大防

止に資することが期待できる。 

 

５ その他 

  新光重機株式会社と自治体との災害時におけるレンタル機材の提供に関する協定締結は、本

市が２例目となる（１例目：長生村 令和３年９月１０日協定締結）。 

令 和 ４ 年 １ 月 １ ４ 日 
【協定の締結に関すること】 
建 設 局 建 設 総 務 課 
電話２４５－５３６３ 内線３３１１ 
【協定の内容に関すること】 
建 設 局 土 木 部 土 木 管 理 課 
電話２４５－５３８８ 内線３３７１ 
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